
          第２１回南幌町農業委員会総会議事録  

 

 

 令和４年２月２５日（金）午前９時００分より、役場各種委員会室におい

て第２１回南幌町農業委員会総会が開催された。  

 本日の出席者は次のとおり。  

                      

            

                      １  番   白  倉  和  英  

                      ３  番   久  保  正  彦  

４  番   江  郷    弘  

７  番   髙  島  茂  和  

８  番   野呂田  雄一郎  

９  番   上  野  勇  樹  

 10 番   山  田    浩  

11 番   背  尾  裕  典  

                      12 番   鍋  山  洋  一  

 

                  欠席者   

２  番   立  川  久  彦  

５  番   南    則  之  

６  番   青  木  義  春  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本日の議案は次のとおり  

 

議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について  

議案第２号  農用地等のあっせん結果について  

議案第３号  農用地利用集積計画の決定について  

議案第４号  夕張太西地区農地転用許可後の事業計画の変更に伴う意

見書について  

 

    

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            事務局出席者   事 務 局 長  砂  田   隆 樹 

事務局主査  柳  沢   妙  子  

 

 

 

 

 

 



議   長   これより、第２１回南幌町農業委員会総会を開会いたします。  

本日の出席者は９名でございます。  

立川委員、南委員、青木委員におかれましては欠席届が出され

ております。ただちに本日の会議を開きます。  

 

      日程第１  議事録署名委員の指名を行います。  

議事録署名委員の指名につきましては、会議規則第１４条の規  

定により議長において指名いたします。 10 番  山田  委員、  

11 番  背尾  委員  以上ご両名を指名いたします。  

 

日程第２  会期の決定をいたします。お諮りいたします。  

第２１回南幌町農業委員会総会は、２月２５日  本日１日限り

といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって第２１回南幌町農業委員会総会  

は、２月２５日  本日１日限りと決しました。  

日程第３  諸般報告を行います。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   諸般報告。  

令和４年１月２５日、第２０回農業委員会総会を開催した。  

２月  ５日、南空知農業委員会連絡協議会緊急協議が岩見沢

市で開催され、会長出席した。  

８日、あっせん委員会が開催され、関係委員出席した。  

１８日、第２回南幌町議会臨時会に会長出席した。  

以上でございます。  

 

議   長   諸般報告につきましては、只今事務局長朗読のとおりでござい

ますので、報告済みといたします。  

                                   

  

議   長   日程第４  議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通

知についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。  



 

事務局長   議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について。  

     農地法第１８条第６項及び同法施行規則第６８条の規定により、  

賃貸借の合意解約した旨の通知があったので可否について意見を

求める。令和４年２月２５日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事 務 局   議案第１号について説明いたします。農地法第１８条第６項の規

定よる通知につきましては、１件でございます。  

      賃貸人は、南幌町〇町〇丁目〇番〇号、○○○○。  

賃借人が、北広島市○○○○番地〇、○○○○○○○○○○  

理事長  ○○〇〇。土地につきましては、空知郡南幌町〇町〇丁

目○○○○番の〇、畑で５，７１７㎡他計５筆ございまして、  

６，８６２㎡となり、賃貸借の合意解約日は、令和４年２月１４

日でございます。  以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第１号  農地法第１８条第６項の規定

による通知については、提案のとおり承認することにご異議あり

ませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ

とに決しました。  

                                   

 

議   長   日程第５  議案第２号  農用地等のあっせん結果についてを議

題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第２号  農用地等のあっせん結果について。  



     第２０回農業委員会総会に申出があった農用地等のあっせんに  

対して、あっせん委員より南幌町農地移動適正化あっせん基準  

第６条第５項の規定による、あっせん調書の提出があったので、  

審議願い、意見を求める。令和４年２月２５日提出。  

     南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第２号について説明いたします。農用地等のあっせん結果

につきましては、１件でございます。  

      あっせん申出者は、南幌町南○○線西、〇番地、○○○○。  

あっせんの申出地は空知郡南幌町○○○〇番の〇、畑で、  

２１，０１２㎡他計３筆ございまして、３５，６５６㎡となりま

す。あっせん年月日は、令和４年２月８日。結果につきましては、

成立でございます。価格については、畑 10ａあたり、○○〇〇番

の〇、○○〇○○円、○○○○番の〇と○○○〇番の〇は  

○○○○○円、あっせんの相手は、南幌町南○○線西○○番地、

○○○○でございます。あっせん委員につきましては、２番  立

川  委員、６番  青木  委員、１２番  鍋山  委員となり、  

以上の結果となってございます。  

 

議   長   只今の説明に関連して、あっせんにあたられました委員より補

足があればお願いいたします。  

 

議   長   あっせん委員２名が欠席なので、私から特にありません。  

 

議   長   ないようなので、これより質疑を行ないます。  

 

      （なしの声）      

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

お諮りいたします。議案第２号  農用地等のあっせん結果につ

きましては、提案のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 



議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ  

とに決しました。   

                                   

 

議   長   日程第６  議案第３号  農用地利用集積計画の決定についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第３号  農用地利用集積計画の決定について。  

      農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により南幌町より決定

を求められた下記の農用地利用集積計画について議決を求める。  

      令和４年２月２５日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第３号について説明いたします。農用地利用集積計画の決

定につきましては、所有権移転が１件、利用権の設定が１１件で

ございます。はじめに所有権移転と利用権の設定、整理番号３の

２の５までを説明いたします。  

所有権移転、整理番号３の２の１の買い手は、南幌町南○○線

西○○番地、○○○〇。売り手は、南幌町南○○線西〇番地、○

○○○。土地につきましては、南幌町○○○○番の〇、畑で２１，

０１２㎡他計３筆ございまして、３５，６５６㎡となります。価

格につきましては、○○○○○○〇円となります。  

 次に利用権の設定、整理番号３の２の１の借り手は、南幌町南

○○線西○○番地、○○○○○○○○。貸し手は、南幌町南○○

線西○○番地、○○〇〇。土地につきましては、南幌町○○○○

番の〇、田で１４，２６１㎡他計１３筆ございまして、  

２２５，５５６㎡となります。利用権の期間ですが、令和〇年２

月２７日までの〇年間となります。  

 整理番号３の２の２の借り手は、南幌町南〇〇線西○○番地、

○○○○○○○○。貸し手は、南幌町南○○線西○○番地、   

○○○○。土地につきましては、南幌町○○○番の〇の内、田で

６，８３２㎡他計１０筆ございまして、５４，６２２ .41 ㎡とな

ります。利用権の期間ですが、令和〇年２月２７日までの〇年間

となります。  

 整理番号３の２の３の借り手は、南幌町南〇〇線西○○番地、



○○○○○○○○。貸し手は、南幌町南○○線西○○番地、  

○○○〇。土地につきましては、南幌町○○○○番、田で  

１１，９２４㎡他計２筆ございまして、５３，５５１㎡となりま

す。利用権の期間ですが、令和〇年２月２７日までの〇年間とな

ります。  

 整理番号３の２の４の借り手は、南幌町南○○線西○○番地、

○○○○○○○○。貸し手は、南幌町〇町〇丁目〇番〇号、  

○○○〇。土地につきましては、南幌町○○○○番の〇、田で１

９，４７９㎡他計６筆ございまして、３７，４９１㎡となります。

利用権の期間ですが令和〇年２月２７日までの〇年間となります。  

 整理番号３の２の５の借り手は、南幌町南○○線西○○番地、

○○○○○○○○。貸し手は、南幌町南〇線西〇〇番地、  

○○○○。土地につきましては、南幌町○○○○番の〇、田で９，

７６０㎡他計５筆ございまして、１１１，３４９㎡となります。

利用権の期間ですが、令和〇年２月２７日までの〇年間となりま

す。  

以上、集積計画の内容につきましては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

      

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第４号農用地利用集積計画の決定につ  

いての所有権移転と利用権の設定整理番号３の２の５までについ  

ては、提案のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって、所有権移転と利用権の設定  

整理番号３の２の５までについては承認することに決しました。  

      整理番号３の２の６につきましては、農業委員会法第３１条、



議事参与の制限により、上野委員の退席を求めます。  

      退席するまでの間、暫時休憩とさせていただきます。  

 

      （暫時休憩し、上野委員は退席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。事務局の説明を求めます。  

 

事 務 局  整理番号３の２の６の借り手は、南幌町南〇〇線西〇番地、  

○○○〇。貸し手は、南幌町南〇〇線西〇番地、○○○○○。  

土地につきましては、南幌町○○○〇番の〇、田で１９，６２５

㎡他計２筆ございまして、４２，３６７㎡となります。利用権の

期間ですが、令和〇年２月２７日までの〇年間となります。  

以上、集積計画の内容につきましては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

      

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。利用権の設定整理番号３の２の６について

は、提案のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって、整理番号３の２の６について

は、承認することに決しました。退席しております上野委員が席

に着くまでの間、暫時休憩とさせていただきます。  

 

  （暫時休憩し、上野委員は着席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。事務局の説明を求めます。  

 



事 務 局   整理番号３の２の７の借り手は、南幌町南〇〇線西〇番地、  

○○○○。貸し手は、○○○○○○○。土地につきましては、南

幌町○○○○番の〇、畑で９６５㎡他計４筆ございまして、  

６２，７６０㎡となります。利用権の期間ですが、令和〇年１２

月２６日までの〇年間となります。  

      整理番号３の２の８の借り手は、南幌町南〇線西〇番地、  

○○○〇〇。貸し手は、○○○○○○○。土地につきましては、

南幌町○○○○番の〇、田で１９，９５１㎡他計２筆ございまし

て、３９，５４９㎡となります。利用権の期間ですが、令和〇年

１２月２６日までの〇年間となります。  

      整理番号３の２の９の借り手は、南幌町南〇〇線西〇番地、  

○○○○。貸し手は、○○○○○○○。土地につきましては、南

幌町○○○○番の〇、田で１８，５３９㎡他計２筆ございまして、

４２，０６７㎡となります。利用権の期間ですが、令和〇年１２

月２６日までの〇年間となります。  

      整理番号３の２の 10 の借り手は、南幌町南○○線西〇番地、  

○○○○。貸し手は、○○○○○○○。土地につきましては、南

幌町○○○○番の〇、畑で２，７８６㎡他計５筆ございまして、  

５４，２２６㎡となります。利用権の期間ですが、令和〇年１２

月２６日までの〇年間となります。  

      整理番号３の２の 11 の借り手は、南幌町南〇〇線西〇〇番地、  

○○○○○○○○○〇。貸し手は、○○○○○○○。土地につき

ましては、南幌町字幌向原野○○○○番の〇、田で１，１５９㎡

他計３筆ございまして、４４，２５１㎡となります。利用権の期

間ですが、令和〇年１２月２６日までの〇年間となります。  

以上、集積計画の内容につきましては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

      

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  



      お諮りいたします。利用権の設定整理番号３の２の７から整理

番号３の２の 11 については、提案のとおり承認することにご

異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって、利用権の設定整理番号３の２

の７から整理番号３の２の 11 については提案のとおり承認する

ことに決しました。  

                                   

 

議   長   日程第７  議案第４号  夕張太西地区農地転用許可後の事業計

画の変更に伴う意見書についてを議題といたします。事務局の説

明を求めます。  

 

事務局長   議案第４号  夕張太西地区農地転用許可後の事業計画の変更に

伴う意見書について。  

      農地法第４条第３項の規定に基づき、事業計画の変更に伴う意

見書の提出を求められたので審議願い、意見を求める。  

令和４年２月２５日提出。南幌町農業委員会会長名。  

      農地転用許可後の事業計画変更につきましては、町が南幌町土

地開発公社より事業継承し、平成２４年１１月５日に許可された

夕張太西地区住環境整備事業の工事計画期間を延長するものでご

ざいます。事業計画の変更理由は、別途配布しています資料の事

業計画変更承認申請書をご覧ください。  

２ページ目の３転用事業者が変更前の事業計画どおり事業を遂

行できない理由、４変更後の転用事業が変更前の事業に比べて緊

急性・必要性がある理由に記載されたとおり、本町にある北海道

住宅供給公社の未処分宅地が、現在５５０区画ほどが残っている

状況です。現在、北海道、北海道住宅供給公社及び本町の３者連

携による販売施策に取り組み、移住及び宅地分譲の促進を図って

いることから、事業財源の確保と宅地分譲の進捗状況を見極め、

事業再開を判断したいと考えているところです。  

また、夕張太地域の特性を活かし、農業者との交流を楽しめる



市街地環境の形成を図りながら、地域の活性化と地場産業の振興

に繋がる必要な事業と考えていることから、工事計画の終期を令

和４年３月３１日から令和９年３月３１日までの５年間延長する

ものでございます。工事計画の詳細につきましては資料別紙１の

とおりでございます。  

以上のことから、農地転用許可後の事業計画変更の係る意見に

つきましては、資料最後の意見書として８項目の区分（ 1）変更

後の転用事業がその事業計画に従って実施されることが確実であ

ると認められることについては、変更後の事業計画の詳細のとお

り事業が実施されることが確実と認められる。区分（ 2）変更後

の転用事業により周辺の地域における農業等に及ぼす影響が、変

更前の事業に比べて、それと同程度又はそれ以下であると認めら

れることについては、工事内容については変更がないことから、

同程度であることが認められる。区分（ 3）上記各号のほか、変

更後の転用事業が農地転用許可基準により、転用許可相当である

と認められるものであることについては、事業計画の変更は工事

期間の変更であり、転用許可相当であると認められることから支

障なしとしております。以上でございます。  

       

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

 

      （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第４号  夕張太西地区農地転用許可後

の事業計画の変更に伴う意見書については農地転用許可後の事業

変更に係る意見書のとおり決定することにご異議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は意見書のとおり提出する

ことに決しました。  

                                   

 



議   長   以上で本総会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

     した。第２１回南幌町農業委員会総会は、只今を以って閉会い  

    たしたいと思いますがご異議ありませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって第２１回南幌町農業委員会総会

は只今を以って閉会といたします。  

 

 

 

                    （午前９時２３分終了）  

 

 

上記の通り相違ないので署名捺印する。  

 

  会    長  
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11   番  


